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水産塵の肢腫問迩〈船砿時事）

水産露の設題は食湿危椴を乘り切るための有力な方

策として， ズ窪物がとりあげられるにいたって再び問

題となってきた。すなわち平野農相Iま國會で水産鴎設

磁を老窟すると言明，また8日の録議院水産委員街で

も水産鴎設置に關する小委員街をもつことになった。

農林歯局にはまだ水産蝋設睡に關する正式な具魑案は

ない。しかし吉田前内既時代この水産聡設置案は運楡

省の漁船，商工省の漁網の所管を移す問題が解決せず

取り止めとなった事情があるので， こんども所管を移

す問題をどう解決するかに解決の鍵がかかっている。

水産寵設置が要望されるのは大要つぎのような理由か

らであるC

l・漁船問題一漁船の建遥許可，樋遙建治蚕材の

所管は造船一般の所管として運輸省にあり，漁業に開

する行政では企業許可，賓金の調整．漁業の蚕材など

の所管が盤林省にある。肝じんの漁船睡造の許可力錘

輸省にあるため，行政の一貫性を峡いていること，そ

のために業者の中には遥船許可を先にとつ亡來る者な

どがあって一定の計張が樹立しがたい。また漁船關係

の資材が一般の船舶と別箇に一定の粋がないことのた

め汰船建造がおくれる。農林省の意向は汰船建造の許

可の移笹が難かしければ共管でもよいとしている。

2・漁網問題一漁礎の大きな困難は資材とくに漁網

にあるが’その供給は需要の25％程度に過ぎないこ

と’漁網生産の所管は現在商工省にあるため生産能率

の促進その監督などがどうl,ても農林省としては思
うようにゆかないとしている。

また農林省行政の重黙は避業に流れがちであり，水

産行政の面がともすればないがしろに扱われるおそれ

もあるので，水産局を外局として行政的に弧い發言樅

をもたせたいとゆうのが，水産業界の弧い要望でもあ
るo(7.9)
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